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食肉情報等普及・啓発事業実施要領 

1 9日 食 協 第 1 7 6号 

平成 20年２月 15日 

最終改正 令和元年 10月 23日 

第１ 趣旨 

 

農業祭、食肉フェア等の催事の開催又は出展、冊子、パンフレット等の作成・配

布等により、一般消費者を対象として実施する食肉に関する情報知識を普及・啓発

する事業及び食肉専門技能・知識の修得等により人材を育成する事業に対し公益社

団法人日本食肉協議会（以下「日本食肉協議会」という。）が助成し、もって一般

消費者の利益の擁護若しくは増進に資する。 

 

第２ 助成対象者 

 

１ この事業の助成の対象となる者は、食肉の生産、加工、流通、消費等に関する

事業を実施している団体（会社法（平成17年法律第86号）に定める会社を除く。）

とする。 

ただし、第３の１の（２）及び２については、全国をその活動の範囲とするも

のに限る。 

 

２ 団体が任意団体の場合にあっては、次の事項を内容とする規約を有するものに

限る。 

（１） 団体の目的、名称、住所、代表者及び構成員に関する事項  

（２） 団体の運営に関する事項  

（３） 団体の会計処理に関する事項 

 

３ 第６の規定に基づき、助成金の全部又は一部の返還を求めた団体については、

助成事業の選考等に係る第三者委員会（以下「第三者委員会」という。）の審議

を経て、一定期間、助成対象者から除外する場合がある。 

 

第３ 事業の内容 

 

この事業の内容は、次に掲げるものとする。 

ただし、販売促進や共同宣伝を主たる目的としているものは除く。 

 

１ 情報の普及・啓発 

(１) 催事によるもの 

  ① 全国をその対象として行われる農業若しくは食肉に関する催事に出展し、

又は食肉の流通拠点（枝肉又は部分肉の価格形成機能等を担う施設をいう。

以下「食肉流通拠点」という。）に関する催事を開催し、又はセミナー・シ

ンポジウム、料理教室等を開催し、一般消費者に対し、次のア及びイの欄に

掲げる事項を実施するとともに、ウ及びエの欄に掲げる事項のすべて又は一

部を実施するのに要する経費の助成 
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ア 食肉（牛肉及び豚肉をいう。以下同じ。）に関する表示、品質、部位、

機能等の特徴、保存管理等の情報知識又は食料自給率の向上、畜産政策等

行政施策の情報知識又は放射性物質に関する情報知識（以下「食肉関係等

情報知識」という。）の普及・啓発に加え、食肉流通拠点に関する催事に

あっては、食肉の価格形成機能等食肉流通拠点の社会的役割についての理

解を深めるための情報知識の普及・啓発の実施 

イ  一般消費者の食肉関係等情報知識の普及の状況、この事業による食肉関

係等情報知識の理解の状況、この事業の効果等を推計するためのアンケー

トの実施 

ウ 特定銘柄等の食肉の一般消費者への紹介 

エ その他食肉関係等情報知識の普及・啓発に関する事項 

② ①の事業を実施するために、次の掲げる事項のすべて又は一部を実施する

のに要する経費の助成 

ア 一般消費者の理解増進の取組を円滑に行うこと等事業の円滑な実施方法

等を検討するための会議の開催 

イ 普及・啓発の対象とする情報知識に関するパンフレット、パネル、ビデ

オ等資料の作成 

ウ 催事の開催又は出展を日刊紙等に広告掲載その他の手法による一般消費

者への周知 

エ その他この事業を円滑に推進するために必要な事項 

(２) 催事以外によるもの 

① 一般消費者に対し、次に掲げるすべて又は一部の手段により、食肉関係等

情報知識を普及・啓発すること等を実施するのに要する経費の助成 

ア 団体自らが開設するホームページ 

イ  冊子、パンフレット等の作成・配布 

ウ  一般向けに刊行されている雑誌等への掲載 

② ①に掲げる手段では有効でない視覚障害者等に対し、状況に応じた手段に

より、食肉関係等情報知識を普及・啓発すること等を実施するのに要する経

費の助成 

 

２ 食肉専門技能・知識の修得 

食肉の格付等に関する高度な技能、知識の修得等により人材を育成するのに要

する経費の助成 

 

第４ 事業の実施 

１ 日本食肉協議会会長（以下「会長」という。）が別に公表する「食肉情報等普

及・啓発事業の実施希望申請について」に従って申請し、第三者委員会の審査を

経て、会長から事業実施の通知を受けた者（以下「事業実施者」という。）は、

この事業の助成の対象となる経費の支出が実行されるおおむね１ヶ月前までに、

別紙様式第１号の事業実施計画書（以下「事業実施計画書」という。）を会長に

提出する。 
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２ 会長は、提出された事業実施計画書及びそれに添付された書類の内容を精査し、

事業実施計画書を承認、助成の限度額を決定し、事業実施者へ通知する。 

３ 承認を受けた事業実施計画書について、事業の中止又は廃止、催事の開催日時

・場所、事業の実施に関する事項等その内容の大幅な変更及び助成額のおおむね

１割以上の減又は助成対象経費の科目間でおおむね２割以上の増減が見込まれる

場合は、あらかじめ事業実施計画書の変更承認を受けるものとする。 

４ 食肉流通拠点に係る荷受業者等を会員とする団体が、第３の１の（１）の①の

食肉流通拠点に関する催事を開催する場合は、複数の食肉流通拠点を対象に事業

を実施することができる。 

５ 事業実施者は、この事業の一部を食肉市場荷受業者、イベントを企画する事業

者等に委託して実施することができる。 

６ 事業実施者は、事業が完了した場合は、速やかにその結果を別紙様式第２号の

事業実績報告書（以下「事業実績報告書」という。）に取りまとめ、会長に提出

する。 

７ 事業実績報告書が事業を実施する年度（４月から次の年の３月までの期間をい

う。）の末日より１ヶ月前までに提出できない場合は、あらかじめ事業実績報告

書の提出猶予及び精算繰越の承認を受けるものとする。 

８ 事業実施者は、この事業を実施するに当たり、フェア等催事の開催を周知する

広告への掲載等において、原則としてこの事業名、「公益社団法人日本食肉協議

会後援」名義その他会長が定め別に通知する内容の表示を付するものとする。 

 

第５ 経費の助成 

 

１ 日本食肉協議会は、予算の範囲内において、別表に定める助成対象経費、補助

率等により第３の事業を実施するのに要する経費につき助成する。 

２ 事業の事前着工（事業実施計画書の承認の前に支出した経費を助成の対象にす

ることをいう。以下同じ。）は認めない。ただし、あらかじめ事前着工に係る事

業の内容及び助成の対象とする経費の承認を受けた場合は、事前着工することが

できるものとする。 

３ 会長は、事業実施計画書を承認した事業実施者から事業実施計画書で承認した

助成の限度額の７割を限度として、概算払いの請求があった場合は、概算払いを

することができる。 

４ 会長は、事業実施者から事業実績報告書が提出された場合、事業実績の内容を

審査し、実施した事業の内容及び支出した経費が適正と認められるときは、助成

金の額を確定し確定した助成額から概算払いした額を控除した残額について精算

払いするものとする。 

 

第６ 事業実施計画書の承認取消及び助成金の返還 

 

１ 会長は、事業実施者が、助成した経費を他の用途に使用したとき、この要領若

しくは会長が別に定めて通知した事項に違反したとき又は法令に違反する等の不

正な行為があったときは、承認した事業実施計画書の承認の取消又は一部の変更

を指示することができる。 
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２ 前項の規定により、事業実施計画書の承認取消又は一部の変更を指示したとき

は、取消の場合にあっては助成を行わず、変更を指示したときは、当該変更した

後の事業実施計画書に基づき助成を行う。 

３ 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後にお

いても適用することができる。 

４ 会長は、助成金の額の確定後ですでに助成金が交付されているときは、期限を

定めてその全額又は一部の返還を求めるものとする。 

 

第７ 関係書類等の保存及び調査等への協力 

 

１ 事業実施者は、この事業に係る経理については、他と区分して経理し適正に行

うとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備して保管するもの

とする。ただし、その保存期間は、事業の完了した年度の翌年度から起算して５

年間（以下「保存期間」という。）とする。 

２ 事業実施者は、保存期間において、日本食肉協議会の役職員がこの事業の実施

に関し調査し又は報告を求めた場合、調査又は報告に協力しなければならない。 

３ 会長は、この要領に定めるもののほか、この事業の実施及び実績について、必

要に応じ、事業実施者に対し調査し又は報告を求めることができるものとする。 

 

第８ その他 

 

１ この要領に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定めること

ができるものとする。ただし、会長が別に定めた事業の実施に関する事項につい

ては、事業実施者に通知する。 

２ 事業実施者は、事業実施計画書に従い、適正に事業を実施しなければならない。 

 

 

 

 

 

附 則 

この要領は、平成20年２月15日に施行し、平成20年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成20年11月11日に施行し、平成21年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成22年10月５日に施行し、平成23年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成23年９月29日から施行する。ただし、第１の趣旨以外の

改正については、平成24年４月１日から適用する。 
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附 則 

この要領の改正は、平成24年10月１日に施行し、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第106条第１項に定める公

益法人の設立の登記の日（平成25年４月１日）から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成25年10月７日に施行し、平成26年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成26年10月20日に施行し、平成27年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成27年10月26日に施行し、平成28年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成28年11月1日に施行し、平成29年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、平成30年10月22日に施行し、平成31年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領の改正は、令和元年10月23日に施行し、令和２年４月１日から適用する。 
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別 表 

助成対象経費、補助率等（第５の１関係） 

 助成対象経費科目     経 費 の 内 容  補助率  使用基準、書類整理等 

 １ 設営費 会場の借上費、装飾費、音響

費、各種機器等レンタル料、撤

去費、清掃費等会場の設営に必

要な経費 

 

 

 

 

 

 

定 額 

・ 領収書等は、支払い

の内容、日付け又はた

だし書き等で会議の開

催日等が説明できるよ

うにすること。 

 

・ 旅費は、事業実施者

の旅費規程又は旅費規

程に準じて定めた規定

により支出すること。 

ただし、事務局職員

に対する片道50キロメ

ートル未満の場合の日

当は助成の対象としな

いものとする。 

 

・ 他の団体と同居する

等による電話代その他

事務費の共通経費は、

この事業での使用が説

明できる基準により支

出を按分すること。 

 ２ 催事運営費 料理教室開催費、特定銘柄食

肉の調理・試食費等会場での催

事に必要な経費 

催事開催の前日の準備及び当

日のアルバイト代等賃金（事務

局職員等以外）、当日の昼食代

等催事会場の運営に必要な経費 

 ３ 広報宣伝費 催事を周知するための広告掲

載等に必要な経費 

雑誌等の広告原稿制作及び掲

載に必要な経費 

団体自らが開設するホームペ

ージの食肉関係等情報知識の普

及・啓発に必要な経費 

 ４ 委託費 企画立案、総合的な催事の管

理進行、他の科目の経費であっ

てイベント企画事業者へ委託し

て実施するのに必要な経費 

５ 食肉関係等情報

知識普及・啓発資

料等作成費 

食肉関係等情報知識を普及・

啓発するための冊子、パネル、

ポスター、パンフレット、ビデ

オ等資料、アンケート用紙の作

成に必要な経費 

６ 研修費 食肉の検査等に関する高度な

技能、知識の修得等による人材

の育成に必要な経費 

 ７ 検討会開催費 検討会会場費、会議費、旅費、

資料作成費等この事業を円滑に

実施するための検討会等会議の

開催に必要な経費 

 ８ 事務費 事業実施者の事務局職員等の

旅費及びアルバイト代等賃金、

事務局のコピー用紙、筆記具等

消耗品費、切手、はがき、電話

代等通信費等この事業を実施す

るのに必要な経費 
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別紙様式第１号（第４の１関係）  

番  号  

年 月 日  

公益社団法人 日 本 食 肉 協 議 会 

会  長   本 川 一 善 様 

 

 

                     団   体   名 

                     代表者役職・氏名        印 

 

食肉情報等普及・啓発事業 

令和 00 年度事業実施計画書承認申請書  

 

令和 00 年 00 月 00 日付け 00 日食協第 000 号をもって助成選考通知のあった令和 00

年度に係る食肉情報等普及・啓発事業の実施について、事業を実施するのに要する経

費を助成されますように、下記の事業実施計画書を承認申請いたします。  

 

記 

 

Ⅰ 事業計画 

 

１ 情報の普及・啓発の催事の概要（注：複数ヶ所の会場で実施する場合は、各会場ご

とに記入すること。）  

（１）催事の名称及び実施主体並びに参加形態(出展又は自ら開催) 

（２）開催場所 

（３）開催日時及び期間 

（４）延入場予定者数 

（５）後援者名及び協賛者名 

２ 事業（情報の普及・啓発の催事）の実施内容  

（１）（注：○○、○○、○○のパネル展示、パンフレット配布等情報知識の普及・啓発

方法等を記入すること。（消費者にアピールしたい重点事項を必ず記入。）） 

（２）（注：事業実施効果推定のためのアンケートの記入、回収方法等を記入すること。）      

（使用するアンケート用紙を添付）  

（３）（注：料理教室、食肉の試食等催事会場での事業内容をそれぞれ詳しく記入するこ   

と。） 

３ ２を実施するのに必要な事業の内容  

（注：事業実施のための検討会、パネル、パンフレット等資料の作成、催事を周知す

るための広告掲載等催事を実施するのに附帯する事業をそれぞれ詳しく記入する

こと。）  

４ 事業（情報の普及・啓発の催事以外のもの）の実施内容  

５ 事業（食肉専門技能・知識の修得）の実施内容  

（注：実施しない事業は記載せず、実施する事業の番号を繰り上げて記載すること。） 
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Ⅱ 事業の収支予算計画 

 １ 収入の部                                         （単位：円） 

    科  目    予 算  額       備    考 

   助  成  額 

   自己負担額 

  日本食肉協議会助成予定 

    合  計   

 ２ 支出の部                                         （単位：円） 

    科  目    予 算  額       備    考 

１ 

２ 

  ・ 

  ・ 

  科目ごとに積算基礎を記入すること。 

    合  計   

 

Ⅲ 事業実施者の概要 

（注：事業実施者の住所、担当者の役職・氏名、連絡先電話番号・ファックス番号等

を記入すること。）  

 

 

 

Ⅳ 添付書類 

１ 催事会場の全体図、この事業のレイアウト図（注：未作成の場合、作成後提出する

こと。） 

２ 事業実施効果推定のためのアンケート用紙 

３ 事業実施者の定款、規約等 

４ 事業実施者の構成員名簿（団体名及びその代表者役職・氏名） 

５ 事業実施者の役員名簿（役職並びに氏名及びその出身団体名） 

６ ３の規約以外の経理に関する規程（注：旅費規程、謝金の支払基準等の規程があれ

ば添付。） 

７ 事業実施者の予算書・決算書が付議された直近の総会又は理事会の議案書 
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別紙様式第２号（第４の６関係） 

番  号  

年 月 日  

公益社団法人 日 本 食 肉 協 議 会 

会  長   本 川 一 善 様 

 

                     団   体   名 

                     代表者役職・氏名        印 

 

食肉情報等普及・啓発事業 

令和 00 年度事業実績報告書  

 

令和 00 年 00 月 00 日付け 00 日食協第 000 号をもって計画承認（計画変更承認）の

あった令和 00 年度に係る食肉情報等普及・啓発事業の実施について、下記のとおり事

業を完了したので、事業実績報告書を提出します。 

なお、事業を実施したのに要した経費を精算請求（経費の過払金を返還）いたしま

す。 

記 

 

Ⅰ 事業実績 

 

１ 情報の普及・啓発の催事の概要（注：複数ヶ所の会場で実施した場合は、各催事ご

とに記入すること。） 

（１）催事の名称及び実施主体並びに参加形態(出展又は自ら開催) 

（２）開催場所 

（３）開催日時及び期間 

（４）延入場者数 

（５）後援者名及び協賛者名 

２ 事業（情報の普及・啓発の催事）の実施内容  

（１）（注：○○、○○、○○のパネル展示、パンフレット配布等情報知識の普及・啓発

方法等を記入すること。（消費者にアピールした重点事項を必ず記入。）） 

（２）（注：事業実施効果推定のために実施したアンケートの記入、回収方法等を記入す

ること。）（アンケートによる事業実施効果の集計分析結果を添付。） 

（３）（注：料理教室、食肉の試食等催事会場で実施した事業内容をそれぞれ詳しく記入    

すること。） 

３ ２を実施するのに必要な事業の内容  

（注：事業実施のための検討会、パネル、パンフレット等資料の作成、催事を周知

するための広告掲載等催事の実施に附帯して実施した事業をそれぞれ詳しく

記入すること。）  

４ 事業（情報の普及・啓発の催事以外のもの）の実施内容  

５ 事業（食肉専門技能・知識の修得）の実施内容  

（注：実施しない事業は記載せず、実施する事業の番号を繰り上げて記載すること。） 
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Ⅱ 事業の収支決算 

 １ 収入の部                                             （単位：円） 

    科  目   予 算 額   決 算 額   増  減    備    考 

   助  成  額 

   自己負担額 

   日本食肉協議会助成予定 

    合  計     

 ２ 支出の部                                             （単位：円） 

    科  目   予 算 額   決 算 額   増  減    備    考 

１ 

２ 

  ・ 

  ・ 

   単位、回数等事業の実施

内 容 を 詳 し く記 入 す る こ

と。 

    合  計     

 

Ⅲ 精算請求額（過払金返還額）  

 

１ 助成決定額        円 

２ 支出決算額        円（助成決定額を限度）  

３ 概算払い額        円 

４ 精算請求額        円（２－３、マイナスの場合は過払金返還額）  

 

Ⅳ 添付書類 

１ 事業のために支出した証拠書類（領収書又は請求書）の写し 

（注：科目の各欄と照合できるよう整理し、綴ること。）  

２ 未払金一覧表（注：支払が完了していない場合で、請求書の写しを添付するときは、

未払金一覧表を提出し、すべての支払いが完了した時点で、領収書

の写しを提出すること。） 

３ アンケートによる事業実施効果の集計分析結果 

４ 作成したパネルの写真及びパンフレット等資料 


